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(57)【要約】
【課題】電子情報ボード装置で最前面に表示されていツ
ールバー等の常駐表示コンテンツ上に手書き入力を行っ
たときに、手書き入力内容と常駐表示コンテンツの両方
の視認性を落とすことなく表示可能とする。
【解決手段】画面表示を行う表示手段と、前記表示手段
の画面にペンや指が触れた位置を検出する座標検出手段
と、前記座標検出手段によって検出された座標を順に結
び、手書きの軌跡の情報に変換する座標データ処理手段
と、前記表示手段への表示内容を手書き入力データおよ
びコンテンツ管理データにより管理する表示管理手段と
、手書き入力中に手書き入力内容よりも前面に表示され
ている常駐表示コンテンツ上に書き込みが行われること
を検出し、前記常駐表示コンテンツおよび前記手書き入
力内容のいずれか一方の表示を変更する表示変更手段と
を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面表示を行う表示手段と、
　前記表示手段の画面にペンや指が触れた位置を検出する座標検出手段と、
　前記座標検出手段によって検出された座標を順に結び、手書きの軌跡の情報に変換する
座標データ処理手段と、
　前記表示手段への表示内容を手書き入力データおよびコンテンツ管理データにより管理
する表示管理手段と、
　手書き入力中に手書き入力内容よりも前面に表示されている常駐表示コンテンツ上に書
き込みが行われることを検出し、前記常駐表示コンテンツおよび前記手書き入力内容のい
ずれか一方の表示を変更する表示変更手段と
を備えたことを特徴とする電子情報ボード装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子情報ボード装置において、
　前記表示変更手段は、前記常駐表示コンテンツの表示を変更する場合、前記常駐表示コ
ンテンツの位置、サイズ、透過率のいずれかを変更する
ことを特徴とする電子情報ボード装置。
【請求項３】
　請求項１または２のいずれか一項に記載の電子情報ボード装置において、
　前記表示変更手段は、前記手書き入力内容の表示を変更する場合、前記手書き入力内容
の表示順序および透過率を変更する
ことを特徴とする電子情報ボード装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の電子情報ボード装置において、
　前記表示変更手段は、手書き入力を開始した時点から所定時間が経過した時点、手書き
入力が終了した時点、手書き入力を終了した時点から所定時間が経過した時点のいずれか
をトリガとして、前記常駐表示コンテンツもしくは前記手書き入力内容について既に行っ
た表示の変更を復帰する
ことを特徴とする電子情報ボード装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、会議等に用いられる電子情報ボード装置の制御技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶パネルやプラズマディスプレイ等の大型のディスプレイと、ペンや指が画面に触れ
た位置（座標）を検出するタッチパネル等の座標検出部と、外部のパーソナルコンピュー
タ等の端末装置とのインタフェースとを備えた電子情報ボード装置が市販されるに至って
いる（例えば、特許文献１等を参照。）。
【０００３】
　この種の電子情報ボード装置は、
・接続された端末装置の画面を拡大して表示する機能
・ペンや指の動きにより端末装置を操作する機能
・ペンや指の動きによりホワイトボードや黒板のように手書き入力を行う機能
等を備えている。
【０００４】
　接続した端末装置の画面を大きく映すことができ、会議室等において複数人が閲覧でき
るため、会議等におけるプレゼンテーション等に用いられることが多い。また、画面が明
るいことから、壁面に画面を投影するプロジェクタのように部屋を暗くする必要がなく、
手元の資料の閲覧やメモ等と画面表示とを併用できる利点がある。
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【０００５】
　更に、映し出されている画面に端末装置のマウスやキーボードの操作の代わりに直接タ
ッチ等することで、表示内容を出力している端末装置を操作することが可能であることか
ら、端末装置から離れてディスプレイのそばでプレゼンテーションと操作を一人で行うこ
とが容易となる。
【０００６】
　手書き入力は、一般に、電子情報ボード装置と一緒に提供される専用のアプリケーショ
ンソフトウェアにより提供される。なお、このアプリケーションソフトウェアは電子情報
ボード装置に接続された端末装置上で動作するものであるが、電子情報ボード装置で動作
するソフトウェアにより手書き入力の機能を提供するようにしてもよい。
【０００７】
　この種のアプリケーションソフトウェアは、
（１）ホワイトボード／黒板の役割をする画面を提供し、その上に手書き文字等をタッチ
パネル等を介して描く機能
（２）端末装置の画面を取り込んでその上に手書き入力の内容を重畳して描く機能
等を提供する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　一般的なホワイトボード／黒板のアプリケーションソフトウェアでは、ペン、消しゴム
、マウス等のモードを切り替えるためのツールバーが、特別な操作を行うことで非表示と
しない限り、通常は画面上に常に表示されている。また、必要に応じて色やペンサイズを
選択するパレット等のウインドウも表示される。また、会議の進行予定を示すアジェンダ
や時計等も表示領域内に常駐していることが多い。
【０００９】
　従来の電子情報ボード装置では、ツールバー、パレット、アジェンダ、時計等の常駐表
示コンテンツは、一般に表示順序が最前面に設定されている。そのため、手書き入力した
内容がそれらの常駐表示コンテンツの下に隠れてしまい見づらくなってしまうという問題
があった。
【００１０】
　図１は従来の電子情報ボード装置における表示例を示す図であり、ペンＰにより常駐表
示コンテンツとしてのツールバーＣ１に重ねて手書きＩ１を入力した状態を示している。
ここで、ツールバーＣ１に重なる手書きＩ１の部分は最前面に表示されるツールバーＣ１
により隠れてしまうため、その部分の視認性が悪くなる。
【００１１】
　図２では、ツールバーＣ１の他にパレットＣ２とアジェンダ／時計Ｃ３とが常駐表示コ
ンテンツとして表示された状態で手書きＩ２～Ｉ４を入力した状態を示している。この場
合も、「○」を書いた手書きＩ２と「ＯＫ」という文字を書いた手書きＩ４の一部が隠れ
、その部分の視認性が悪くなっている。
【００１２】
　技術的には手書き入力内容を最前面に表示するという制御も不可能ではないが、その場
合、今度は常駐表示コンテンツが見づらくなるという問題が出てくる。
【００１３】
　一方、特許文献２には、マルチウインドウシステムにおいて、操作者が所望するウイン
ドウの重なり状態を設定可能とすることで、不意に作業中に操作者の意に反して所望のウ
インドウがアクティブウインドウによって隠蔽されることを防止する技術が開示されてい
る。しかしながら、手書き入力を考慮したものではなく、常駐表示コンテンツにより手書
き入力内容が隠れて見づらくなるという問題を解決できるものではない。
【００１４】
　本発明は上記の従来の問題点に鑑み提案されたものであり、その目的とするところは、
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電子情報ボード装置で最前面に表示されている常駐表示コンテンツ上に手書き入力を行っ
たときに、手書き入力内容と常駐表示コンテンツの両方の視認性を落とすことなく表示可
能とすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記の課題を解決するため、本発明にあっては、請求項１に記載されるように、画面表
示を行う表示手段と、前記表示手段の画面にペンや指が触れた位置を検出する座標検出手
段と、前記座標検出手段によって検出された座標を順に結び、手書きの軌跡の情報に変換
する座標データ処理手段と、前記表示手段への表示内容を手書き入力データおよびコンテ
ンツ管理データにより管理する表示管理手段と、手書き入力中に手書き入力内容よりも前
面に表示されている常駐表示コンテンツ上に書き込みが行われることを検出し、前記常駐
表示コンテンツおよび前記手書き入力内容のいずれか一方の表示を変更する表示変更手段
とを備える電子情報ボード装置を要旨としている。
【００１６】
　また、請求項２に記載されるように、請求項１に記載の電子情報ボード装置において、
前記表示変更手段は、前記常駐表示コンテンツの表示を変更する場合、前記常駐表示コン
テンツの位置、サイズ、透過率のいずれかを変更するようにすることができる。
【００１７】
　また、請求項３に記載されるように、請求項１または２のいずれか一項に記載の電子情
報ボード装置において、前記表示変更手段は、前記手書き入力内容の表示を変更する場合
、前記手書き入力内容の表示順序および透過率を変更するようにすることができる。
【００１８】
　また、請求項４に記載されるように、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の電子情報
ボード装置において、前記表示変更手段は、手書き入力を開始した時点から所定時間が経
過した時点、手書き入力が終了した時点、手書き入力を終了した時点から所定時間が経過
した時点のいずれかをトリガとして、前記常駐表示コンテンツもしくは前記手書き入力内
容について既に行った表示の変更を復帰するようにすることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の電子情報ボード装置にあっては、電子情報ボード装置で最前面に表示されてい
る常駐表示コンテンツ上に手書き入力を行ったときに、手書き入力内容と常駐表示コンテ
ンツの両方の視認性を落とすことなく表示可能とすることができる。従って、電子情報ボ
ード装置に手書き入力する際に、手書き入力内容よりも前面に表示されている常駐表示コ
ンテンツを気にすることなく、手書き入力を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】従来の電子情報ボード装置における表示例を示す図（その１）である。
【図２】従来の電子情報ボード装置における表示例を示す図（その２）である。
【図３】本発明の一実施形態にかかるシステムの構成例を示す図である。
【図４】データ構造例を示す図である。
【図５】手書き入力時の処理例を示すフローチャートである。
【図６】手書き入力時の検出座標が常駐表示コンテンツを囲む所定領域内に入った状態の
表示例を示す図である。
【図７】常駐表示コンテンツの表示移動を行った場合の表示例を示す図（その１）である
。
【図８】常駐表示コンテンツの表示移動を行った場合の表示例を示す図（その２）である
。
【図９】常駐表示コンテンツの透過率変更を行った場合の表示例を示す図（その１）であ
る。
【図１０】常駐表示コンテンツの透過率変更を行った場合の表示例を示す図（その２）で
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ある。
【図１１】手書き入力内容の表示変更を行った場合の表示例を示す図（その１）である。
【図１２】手書き入力内容の表示変更を行った場合の表示例を示す図（その２）である。
【図１３】「常駐表示コンテンツもしくは手書き入力内容の表示を変更」の処理例を示す
フローチャート（その１）である。
【図１４】「常駐表示コンテンツもしくは手書き入力内容の表示を変更」の処理例を示す
フローチャート（その２）である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の好適な実施形態につき説明する。
【００２２】
　＜構成＞
　図３は本発明の一実施形態にかかるシステムの構成例を示す図である。
【００２３】
　図３において、電子情報ボード装置１にはパーソナルコンピュータ等の端末装置２が接
続されている。なお、手書き入力に関する主要な機能を電子情報ボード装置１が持つ場合
について説明するが、端末装置２側に手書き入力に関する主要な機能を持たせてもよい。
【００２４】
　電子情報ボード装置１は、表示部１１と座標検出部１２と制御部１３と記憶部１４と通
信部１５とを備えている。
【００２５】
　表示部１１は、液晶パネルやプラズマディスプレイ等の大型のディスプレイにより構成
される。
【００２６】
　座標検出部１２は、表示部１１上に設けられ、ペンや指が画面に触れた位置（座標）を
一定間隔でサンプリングすることで検出するタッチパネル等により構成される。
【００２７】
　制御部１３は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等の演算ユニットにより構成され
る。
【００２８】
　記憶部１４は、ＲＡＭ（Random Access Memory）、フラッシュメモリ、ＨＤＤ（Hard D
isk Drive）等の記憶媒体により構成される。
【００２９】
　通信部１５は、有線ＬＡＮ（Local Area Network）、無線ＬＡＮ、ＵＳＢ（Universal 
Serial Bus）、ＩＥＥＥ１３９４、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ等のインタフェースにより構成さ
れる。
【００３０】
　制御部１３は、コンピュータプログラムにより実現される機能部として、座標データ処
理部１３１と表示管理部１３２と表示変更部１３３とを備えている。表示変更部１３３は
、常駐表示コンテンツ表示変更部１３４と手書き入力表示変更部１３５とを備えている。
【００３１】
　記憶部１４には、検出座標データ１４１と手書き入力データ１４２とコンテンツ管理デ
ータ１４３とが保持されている。
【００３２】
　座標データ処理部１３１は、座標検出部１２の検出座標に基づき、画面上のボタンやア
イテムの選択の認識や、一定間隔でサンプリングされた座標データを順に線でつないで軌
跡を表わす手書き入力データへの変換等を行う。
【００３３】
　表示管理部１３２は、表示部１１への表示内容（画面データ）を管理する。表示部１１
への表示内容には、常駐表示コンテンツ（手書き入力に使用されるツールバー、パレット
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や、アジェンダ、時計等）と、端末装置２から入力されるアプリケーション画面等が含ま
れる。
【００３４】
　表示変更部１３３は、手書き入力中に手書き入力内容よりも前面に表示されている常駐
表示コンテンツ上に書き込みが行われることを検出し、常駐表示コンテンツおよび手書き
入力内容の両者の視認性を落とさないように、常駐表示コンテンツか手書き入力内容のい
ずれか一方の表示を変更する。
【００３５】
　常駐表示コンテンツ表示変更部１３４は、手書き入力内容と常駐表示コンテンツとが重
なる直前に、常駐表示コンテンツの位置、サイズ、透過率のいずれかを変更する。
【００３６】
　手書き入力表示変更部１３５は、手書き入力内容と常駐表示コンテンツとが重なる直前
に、手書き入力内容の表示順序および透過率を変更する。
【００３７】
　一方、端末装置２は、操作・表示部２１と制御部２２と記憶部２３と通信部２４とを備
えている。
【００３８】
　操作・表示部２１は、マウス、キーボード等の入力装置とモニタ等の出力装置により構
成される。
【００３９】
　制御部２２は、ＣＰＵ等の演算ユニットにより構成される。制御部２２では、電子情報
ボード装置１への表示画面を提供するワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーショ
ンソフト等のアプリケーション２２１が動作している。
【００４０】
　記憶部２３は、ＲＡＭ、フラッシュメモリ、ＨＤＤ等の記憶媒体により構成される。
【００４１】
　通信部２４は、有線ＬＡＮ、無線ＬＡＮ、ＵＳＢ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ等のインタフェ
ースにより構成される。
【００４２】
　なお、手書き入力に関する主要な機能を端末装置２側が持つ場合、記憶部１４の検出座
標データ１４１、手書き入力データ１４２、コンテンツ管理データ１４３は端末装置２の
記憶部２３に保持され、座標データ処理部１３１における手書き入力データへの変換や表
示管理部１３２における常駐表示コンテンツの表示や表示変更部１３３の処理は端末装置
２の制御部２２により実行される。この場合、電子情報ボード装置１の制御部１３におけ
る座標データ処理部１３１は座標検出部１２からの検出座標の端末装置２への中継を行い
、表示管理部１３２は端末装置２側から与えられる常駐表示コンテンツと手書き入力内容
とアプリケーション画面等の合成を行う。
【００４３】
　図４はデータ構造例を示す図であり、（ａ）は検出座標データ１４１、（ｂ）は手書き
入力データ１４２、（ｃ）はコンテンツ管理データ１４３の例を示している。
【００４４】
　図４（ａ）において、検出座標データ１４１は、今回サンプリングされた座標データと
前回サンプリングされた座標データとを含んでいる。
【００４５】
　図４（ｂ）において、手書き入力データ１４２は、連続する座標データにより表わされ
るストロークデータと、手書き入力内容の表示上の透過率と、画面手前からの表示順序と
を含んでいる。
【００４６】
　図４（ｃ）において、コンテンツ管理データ１４３は、表示コンテンツを特定するコン
テンツ名称と、当該コンテンツの表示上のサイズと、表示上の位置と、表示上の透過率と
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、画面手前からの表示順序とを含んでいる。
【００４７】
　＜動作＞
　図５は上記の実施形態における手書き入力時の処理例を示すフローチャートである。
【００４８】
　図５において、一定周期毎に処理を開始すると（ステップＳ１０１）、座標データ処理
部１３１は、座標検出部１２が座標を検出したか否かを判断する（ステップＳ１０２）。
すなわち、座標検出部１２が座標を検出したか否かは、検出座標データ１４１（図４（ａ
））のうちの今回サンプリングされた座標データが有効な値であるか否かにより判断する
。
【００４９】
　座標を検出したと判断した場合（ステップＳ１０２のＹｅｓ）、座標データ処理部１３
１は、検出座標が手書き領域内であるか否か判断する（ステップＳ１０３）。手書き領域
内であるか否かは、予め内部的に保持している手書き領域の座標範囲を示すデータと検出
した座標データとを比較することにより行う。
【００５０】
　検出座標が手書き領域内であると判断した場合（ステップＳ１０３のＹｅｓ）、座標デ
ータ処理部１３１は、手書き入力による描画処理を行う（ステップＳ１０４）。すなわち
、検出した座標データに基づいて手書き入力データ１４２（図４（ｂ））のストロークデ
ータを記録（透過率は初期値の「０」とし、表示順序は常駐表示コンテンツの表示順序よ
り後の値）し、その手書き入力データ１４２に基づいて表示管理部１３２により描画を行
う。なお、ストロークデータとしては、直前の検出座標がなければその座標のみの点描画
となり、直前の検出座標があり、かつ変化していれば検出座標が連続し、それらの座標間
が結ばれた線描画となる。
【００５１】
　次いで、座標データ処理部１３１は、検出座標が常駐表示コンテンツを囲む所定領域内
にあるか否か判断する（ステップＳ１０５）。検出座標が常駐表示コンテンツを囲む所定
領域内にあるか否かは、コンテンツ管理データ１４３（図４（ｃ））の位置の周囲に所定
サイズだけ広げた範囲と座標データとを比較することにより判断する。図６は手書き入力
時の検出座標が常駐表示コンテンツを囲む所定領域内に入った状態の表示例を示す図であ
り、ペンＰにより手書きＩ１を入力している途中でツールバーＣ１の近傍に到達すること
で検出座標が常駐表示コンテンツを囲む所定領域内にあると判断される。
【００５２】
　図５に戻り、検出座標が常駐表示コンテンツを囲む所定領域内にあると判断した場合（
ステップＳ１０５のＹｅｓ）、表示変更部１３３は、常駐表示コンテンツもしくは手書き
入力内容の表示を変更する（ステップＳ１０６）。
【００５３】
　図７～図１２は常駐表示コンテンツもしくは手書き入力内容の表示の変更の例を示す図
であり、図７および図８は常駐表示コンテンツの表示移動を行った場合、図９および図１
０は常駐表示コンテンツの透過率変更を行った場合、図１１および図１２は手書き入力内
容の表示変更を行った場合の例を示している。
【００５４】
　図７では、ペンＰにより手書きＩ１を入力している途中でツールバーＣ１の近傍に到達
することで、ツールバーＣ１が右側の余白部分へ移動している。図８では、手書きＩ２に
よりパレットＣ２が左側の余白部分に移動し、手書きＩ４によりアジェンダ／時計Ｃ３が
下側の余白部分に移動している。
【００５５】
　図９では、ペンＰにより手書きＩ１を入力している途中でツールバーＣ１の近傍に到達
することで、ツールバーＣ１が半透明の状態になっている。図１０では、手書きＩ２によ
りパレットＣ２が半透明になり、手書きＩ４によりアジェンダ／時計Ｃ３が半透明になっ
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ている。
【００５６】
　図１１では、ペンＰにより手書きＩ１を入力している途中でツールバーＣ１の近傍に到
達することで、ツールバーＣ１よりも手書きＩ１の表示順序が手前になるとともに、手書
きＩ１のうちツールバーＣ１と重なる部分が半透明になっている。図１２では、手書きＩ
２がパレットＣ２よりも表示順序が手前になるとともに、手書きＩ２のうちパレットＣ２
と重なる部分が半透明になり、手書きＩ４がアジェンダ／時計Ｃ３よりも表示順序が手前
になるとともに、手書きＩ４のうちアジェンダ／時計Ｃ３と重なる部分が半透明になって
いる。
【００５７】
　常駐表示コンテンツもしくは手書き入力内容の表示の変更の処理の詳細については後述
する。
【００５８】
　次いで、図５に戻り、常駐表示コンテンツもしくは手書き入力内容の表示の変更（ステ
ップＳ１０６）の後、ならびに、座標を検出していないと判断した場合（ステップＳ１０
２のＮｏ）、検出座標が手書き領域内でないと判断した場合（ステップＳ１０３のＮｏ）
、検出座標が常駐表示コンテンツを囲む所定領域内にないと判断した場合（ステップＳ１
０５のＮｏ）、表示変更部１３３は、変更した表示を復帰する必要があるか否か判断する
（ステップＳ１０７）。変更した表示を復帰する必要があるか否かは、変更の態様のうち
、主に、常駐表示コンテンツの透過率を変更した場合か、手書き入力内容の表示順序およ
び重複部分の透過率を変更した場合を対象とし、手書き入力を開始した時点から所定時間
が経過したか、手書き入力が終了したか、手書き入力を終了した時点から所定時間が経過
したかにより判断する。手書き入力を開始した時点から所定時間が経過したか、手書き入
力を終了した時点から所定時間が経過したかを判断対象とする場合は、コンテンツ管理デ
ータ１４３（図４（ｃ））に手書き入力開始時刻もしくは手書き入力終了時刻の項目を設
け、手書き入力開始時もしくは手書き入力終了時にその時点の時刻データを記録する。
【００５９】
　変更した表示を復帰する必要があると判断した場合（ステップＳ１０７のＹｅｓ）、表
示変更部１３３は、変更した表示の復帰を行い（ステップＳ１０８）、処理を終了する（
ステップＳ１０９）。すなわち、常駐表示コンテンツの透過率を変更した場合は、常駐表
示コンテンツの透過率を元の値に戻す。手書き入力内容の表示順序および重複部分の透過
率を変更した場合は、手書き入力内容の表示順序および重複部分の透過率を元の値に戻す
。
【００６０】
　変更した表示を復帰する必要がないと判断した場合（ステップＳ１０７のＮｏ）、処理
を終了する（ステップＳ１０９）。
【００６１】
　図１３は「常駐表示コンテンツもしくは手書き入力内容の表示を変更」（図５のステッ
プＳ１０６）の処理例を示すフローチャートである。
【００６２】
　図１３において、常駐表示コンテンツもしくは手書き入力内容の表示を変更の処理を開
始すると（ステップＳ２０１）、表示変更部１３３は、常駐表示コンテンツの表示変更も
しくは手書き入力内容の表示変更のどちらを実行するか判定する（ステップＳ２０２）。
例えば、常駐表示コンテンツの表示変更と手書き入力内容の表示変更のそれぞれの優先順
位を別途テーブルとして保持しておき、それを参照していずれの優先順位が高いか比較す
ることでいずれの変更を行うかを判定する。
【００６３】
　常駐表示コンテンツの表示変更を行うと判定した場合、表示変更部１３３の常駐表示コ
ンテンツ表示変更部１３４は、常駐表示コンテンツの表示移動もしくは常駐表示コンテン
ツの透過率変更のどちらを実行するか判定する（ステップＳ２０３）。例えば、常駐表示
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コンテンツの表示移動と常駐表示コンテンツの透過率変更のそれぞれの優先順位を別途テ
ーブルとして保持しておき、それを参照していずれの優先順位が高いか比較することでい
ずれの変更を行うかを判定する。
【００６４】
　常駐表示コンテンツの表示移動を行うと判定した場合、表示変更部１３３の常駐表示コ
ンテンツ表示変更部１３４は、手書き入力内容の表示を妨げる常駐表示コンテンツの位置
とサイズ（図４（ｃ））を参照し、表示されている常駐表示コンテンツおよび手書き入力
内容の領域と重ならない空白領域を探索して、空白領域が表示画面上に存在するか否かを
判定する（ステップＳ２０４）。空白領域の探索は、駐表示コンテンツの位置を上下左右
に仮に移動させ、その位置からサイズで占める領域内に重なる手書き入力データ１４２（
図４（ｂ））や他のコンテンツ管理データ１４３（図４（ｃ））が存在するか否かを判断
することにより行う。
【００６５】
　空白領域が表示画面上に存在しないと判定した場合、表示変更部１３３の常駐表示コン
テンツ表示変更部１３４は、探索する空白領域のサイズを縮小し（ステップＳ２０５）、
空白領域が表示画面上に存在するか否かの判定（ステップＳ２０４）に戻る。
【００６６】
　空白領域が表示画面上に存在すると判定した場合、見つかった空白領域の位置に表示を
妨げる常駐表示コンテンツを移動する（ステップＳ２０６）。この場合、探索する空白領
域のサイズを縮小している場合には、そのサイズに常駐表示コンテンツを縮小してから移
動する。そして、処理を終了する（ステップＳ２１０）。
【００６７】
　また、常駐表示コンテンツの透過率変更を行うと判定した場合、表示変更部１３３の常
駐表示コンテンツ表示変更部１３４は、表示を妨げる常駐表示コンテンツの透過率を所定
の値に変更し、表示管理部１３２により常駐表示コンテンツの再描画を行う（ステップＳ
２０７）。そして、処理を終了する（ステップＳ２１０）。
【００６８】
　一方、手書き入力内容の表示変更を行うと判定した場合、表示変更部１３３の手書き入
力表示変更部１３５は、手書き入力内容の表示順序を、表示を妨げる常駐表示コンテンツ
の表示順序よりも前になるように値を変更する（ステップＳ２０８）。
【００６９】
　次いで、表示変更部１３３の手書き入力表示変更部１３５は、手書き入力内容のうち、
表示を妨げる常駐表示コンテンツの表示領域に含まれる部分の透過率を所定の値に変更し
、表示管理部１３２により手書き入力内容の再描画を行う（ステップＳ２０９）。そして
、処理を終了する（ステップＳ２１０）。
【００７０】
　図１４は「常駐表示コンテンツもしくは手書き入力内容の表示を変更」の他の処理例を
示すフローチャートである。
【００７１】
　図１４において、常駐表示コンテンツもしくは手書き入力内容の表示を変更の処理を開
始すると（ステップＳ２１１）、表示変更部１３３は、常駐表示コンテンツの表示変更も
しくは手書き入力内容の表示変更のどちらを実行するか判定する（ステップＳ２１２）。
例えば、常駐表示コンテンツの表示変更と手書き入力内容の表示変更のそれぞれの優先順
位を別途テーブルとして保持しておき、それを参照していずれの優先順位が高いか比較す
ることでいずれの変更を行うかを判定する。
【００７２】
　常駐表示コンテンツの表示変更を行うと判定した場合、表示変更部１３３の常駐表示コ
ンテンツ表示変更部１３４は、常駐表示コンテンツの表示移動もしくは常駐表示コンテン
ツの透過率変更のどちらを実行するか判定する（ステップＳ２１３）。例えば、常駐表示
コンテンツの表示移動と常駐表示コンテンツの透過率変更のそれぞれの優先順位を別途テ
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ーブルとして保持しておき、それを参照していずれの優先順位が高いか比較することでい
ずれの変更を行うかを判定する。
【００７３】
　常駐表示コンテンツの表示移動を行うと判定した場合、表示変更部１３３の常駐表示コ
ンテンツ表示変更部１３４は、表示を妨げる常駐表示コンテンツのサイズ（図４（ｃ））
を参照し、表示されている常駐表示コンテンツおよび手書き入力内容の領域と重ならない
空白領域を探索して、空白領域が表示画面上に存在するか否かを判定する（ステップＳ２
１４）。空白領域の探索は、駐表示コンテンツの位置を上下左右に仮に移動させ、その位
置からサイズで占める領域内に重なる手書き入力データ１４２（図４（ｂ））や他のコン
テンツ管理データ１４３（図４（ｃ））が存在するか否かを判断することにより行う。
【００７４】
　空白領域が表示画面上に存在すると判定した場合、見つかった空白領域の位置に表示を
妨げる常駐表示コンテンツを移動する（ステップＳ２１５）。そして、処理を終了する（
ステップＳ２２０）。
【００７５】
　また、空白領域が表示画面上に存在しないと判定した場合、表示変更部１３３の常駐表
示コンテンツ表示変更部１３４は、常駐表示コンテンツの透過率変更もしくは手書き入力
内容の表示変更のどちらを実行するか判定する（ステップＳ２１６）。例えば、常駐表示
コンテンツの透過率変更と手書き入力内容の表示変更のそれぞれの優先順位を別途テーブ
ルとして保持しておき、それを参照していずれの優先順位が高いか比較することでいずれ
の変更を行うかを判定する。
【００７６】
　一方、常駐表示コンテンツの透過率変更を行うと判定した場合（空白領域が表示画面上
に存在しないと判定した場合の後に判定された場合を含む）、表示変更部１３３の常駐表
示コンテンツ表示変更部１３４は、表示を妨げる常駐表示コンテンツの表示のうち、手書
き入力内容の表示領域と重なる部分の透過率を所定の値に変更し、表示管理部１３２によ
り常駐表示コンテンツの再描画を行う（ステップＳ２１７）。そして、処理を終了する（
ステップＳ２２０）。
【００７７】
　一方、手書き入力内容の表示変更を行うと判定した場合（空白領域が表示画面上に存在
しないと判定した場合の後に判定された場合を含む）、表示変更部１３３の手書き入力表
示変更部１３５は、手書き入力内容の表示順序を、表示を妨げる常駐表示コンテンツの表
示順序よりも前になるように値を変更する（ステップＳ２１８）。
【００７８】
　次いで、表示変更部１３３の手書き入力表示変更部１３５は、手書き入力内容のうち、
表示を妨げる常駐表示コンテンツの表示領域に含まれる部分の透過率を所定の値に変更し
、表示管理部１３２により手書き入力内容の再描画を行う（ステップＳ２１９）。そして
、処理を終了する（ステップＳ２２０）。
【００７９】
　＜総括＞
　以上説明したように、本実施形態によれば、電子情報ボード装置で最前面に表示されて
いる常駐表示コンテンツ上に手書き入力を行ったときに、手書き入力内容と常駐表示コン
テンツの両方の視認性を落とすことなく表示可能とすることができる。従って、電子情報
ボード装置に手書き入力する際に、手書き入力内容よりも前面に表示されている常駐表示
コンテンツを気にすることなく、手書き入力を行うことができる。
【００８０】
　以上、本発明の好適な実施の形態により本発明を説明した。ここでは特定の具体例を示
して本発明を説明したが、特許請求の範囲に定義された本発明の広範な趣旨および範囲か
ら逸脱することなく、これら具体例に様々な修正および変更を加えることができることは
明らかである。すなわち、具体例の詳細および添付の図面により本発明が限定されるもの
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【符号の説明】
【００８１】
　１　　　　　電子情報ボード装置
　１１　　　　表示部
　１２　　　　座標検出部
　１３　　　　制御部
　１３１　　　座標データ処理部
　１３２　　　表示管理部
　１３３　　　表示変更部
　１３４　　　常駐表示コンテンツ表示変更部
　１３５　　　手書き入力表示変更部
　１４　　　　記憶部
　１４１　　　検出座標データ
　１４２　　　手書き入力データ
　１４３　　　コンテンツ管理データ
　１５　　　　通信部
　２　　　　　端末装置
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